
麻薬・大麻・あへん又は覚せい剤の中毒者に関する診断書について 

 

 

［大麻、麻薬又は あへん中毒の有無］に関する記載が必要な診断書を作成する場合、 

尿検査にて薬物使用のないことを確認いたします。 

尿検査にて覚せい剤・大麻・麻薬・アヘンを検出します。 

薬物が検出されないことの確認および医師の診察後、診断書を作成いたします。 

受診に際しては必要な診断書雛形をお持ちください。 

 

 

※使用検査キット アイベックス スクリーン ID 

 

 

 

 

 

 

 
医療法人みやうち 廿 日 市 野 村 病 院  

 〒738-0034 広島県廿日市市宮内字佐原田 4209-2 
【TEL】0829-38-2111【FAX】0829-38-2171 

尿検査＋診断書作成料金 
尿検査費用：3,300 円、文書料：3,300 円 

合 計 6,600 円（税込） 

※検査で陽性となった場

合、診断書の作成はできま

せん。 

検査費用 3,300 円（税込）のみお支払いいただ

きます。 


